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（３） 役員名簿 

 

役員名簿とは、誰が役員に就任しているかを示す書類で、役員の氏名、住所、報酬の有無を記載し

ます。法第15条の規定により、ＮＰＯ法人には理事３人以上及び監事１人以上を置かなければなりま

せん。なお、この書類は、所轄庁において、住所または居所を除いて公衆の縦覧に供されます。 

 

① 記載例（様式は任意） 

 

役 員 名 簿 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○○ 

役職名 氏名 住所又は居所 報酬の有無 

理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

副理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 有 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

監事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

    

 

 

 

 

 

 

※ 報酬とは 

 ここでいう報酬とは、「役員の業務に対する対価」であり、理事が職員である場合の「職員としての

給与」とは異なります。 

職員として給与の支払いを受けている者が理事の場合、給与とは別に理事の仕事に対し報酬を得て

いる場合は、「報酬は有」となりますが、給与のみの場合は「報酬は無」となります。 

  

住所又は居所は、住民票等に記載されたものと

一致させてください。 

特定非営利活動法人は、役員のうち報酬を受ける者の数が、

役員総数の３分の１以下でなければなりません。 


